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公募型プロポーザル方式による提案書募集の実施 

佐野市文化会館施設劣化調査及びPFI導入可能性調査業務委託について、公募型

プロポーザル方式による提案書を次のとおり募集するので公告します。 

令和２年５月１４日 

佐野市長 岡  部 正  英 

１ 業務概要 

（１）業務名 佐野市文化会館施設劣化調査及びPFI導入可能性調査業務委託 

 

（２）業務内容 

主な業務項目は下記の通りとする。 

ア 施設劣化調査業務 

イ 施設整備計画の検討 

ウ 長期修繕計画の検討 

エ 事業手法の基礎調査 

オ 官民役割分担の検討 

カ リスク分担の検討 

キ 事業スキームの検討 

ク 民間事業者参入意向調査 

ケ 財政縮減効果の検討 

コ 事業手法の総合評価 

 

（３）履行期間 

契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

 

２ 提案限度額 

（１）提案限度価格 

１４，０００千円（ 消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（２）最低制限価格 無 

 

３ 提案参加資格 

応募する事業者は、次の条件をすべて満たす者とする。 
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（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令

第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当する者で

ないこと。 

（２）佐野市における令和元・２年度入札参加資格者で、物品等有資格者名簿に業

種「S02コンサルティング」として登録されている者であること。 

（３）佐野市競争入札参加資格者指名停止要綱（平成１７年告示第１５４号）によ

る指名停止を受けていないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始の申立

がなされていないこと、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に

より再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による

更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受け

た者を除く。 

（５) 過去５年間に地方公共団体の発注する同種業務を元請けとして完了した実績

を有すること。 

（６）佐野市文化会館施設劣化調査及びPFI導入可能性調査業務委託仕様書のとおり

技術者等の配置ができること。 

 

４ 提案書を特定するための評価基準  

（１）企業評価 

会社情報、業務実績、業務執行能力  

（２）提案力  

業務内容の理解度、提案内容の的確性  

 

５ 本プロポーザルのスケジュール  

 

実施内容 実施時期(令和２年) 

実施手続き開始の公告 ５月１４日(木) 

説明書の交付 ５月１４日(木) 

    ～５月２１日(木) 

参加表明書の受付期間 ５月１４日(木) 

    ～５月２１日(木) 

提案書提出要請 ５月２５日(月) 
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質問受付 ５月２５日(月) 

    ～６月１日(月) 

質問回答期限 ６月５日(金) 

提案書提出期限 ６月１５日(月) 

プレゼンテーション ６月２５日(木) 

特定・非特定通知書の通知 ６月下旬 

契約締結 ７月上旬 

 

６ 手続き等 

（１）配布資料等の交付方法及び交付期間 

ア 交付方法 応募者は、実施説明書等を佐野市のホームページからダウンロード

すること。 

イ 交付期間  令和２年５月１４日(木)から５月２１日(木)  

（２）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

ア 提出期限 令和２年５月２１日（木）午後５時必着 

イ 提出場所 ６（５）に同じ。 

ウ 提出方法 持参または郵送とし、郵送による場合は、配達の記録が残る方法に限

る。 

（３）提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

ア 提出期限 令和２年６月１５日（月）午後５時必着 

イ 提出場所 ６（５）に同じ。 

ウ 提出方法 持参すること。 

（４）プレゼンテーション 

ア 日  程 令和２年６月２５日（木） 

イ 場  所 佐野市役所７階 議会運営委員会室（予定） 

（５）担当事務局 

〒 327- 8501 佐野市高砂町 1 番地  

佐野市産業文化部文化立市推進課文化立市推進係  

電話 0283－ 20－ 3044 FAX 0283 － 20－3029 

E-mail bunkasuishin@city.sano.lg.jp  

 

 


